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※　名簿登録地以外の市区町村や病院・老人ホームなどにおける投票は不在者
　投票となります。

午前８時30分～午後８時 土曜日・日曜日でもできます。
（一部の期日前投票所を除く）

まで期日前投票ができます。

投票日に、仕事や学業のある方や、旅行・レジャーなどで投票所に行けない方は

［京都府選挙管理委員会ホームページアドレス　https: / /www.pref.kyoto.jp/senkyo/］


